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VLAC-ISH1：認定試験所で実施する試験・測定のトレーサビリティ適用についての解釈 

 

事例 試験・測定項目 試験・測定の概要 試験・測定のトレーサビリティ適用に関する
VLAC としての解釈 

 

 

1 

人体ばく露（EMF）
試験 

専用の測定器を使用

して、磁界強度を国

際非電離放射線防護

委員会(ICNIRP)の規

格に従った重み付し

て測定する。 

電磁波の生体影響に関する磁界ばく露試

験で使用する磁界プローブについては、メー

カーが行う重み付けされた値の校正にトレ

ーサビリティが確認できない場合であって

も、これを暫定的に認めます。または、磁界

強度に対してトレーサビリティのある校正

を行ってください。 

尚、当該プローブを磁界イミュニティ試験

に使用する場合は、磁界強度についてトレー

サビリティのある校正が必要です。 
 

 

 

2 

サイトアッテネーシ
ョン 

(30 MHz-1000 MHz) 

基準大地面をもつ放
射妨害波測定場の伝
播特性を測定し、基
準値と比較して適合
性検証を行う。 

測定に使用する送受信アンテナのアンテ
ナ係数、信号発生器および受信機の周波数、
振幅に対しトレーサビリティのある校正が
必要です。 
 外部に測定を委託する場合、委託先は校正
機関としての認定を必要としません。ただ
し、この測定に使用する機器の校正について
は上述の内容を適用します。 
 尚、サイトアッテネーション測定値に対す
る測定不確かさの算出は要求しません。した
がって、測定値に対する不確かさをサイト評
価の合否判定に適用しません。 

 

 

 

3 

サイト VSWR 

(1 GHz以上) 

 

自由空間条件の放射
妨害波測定上の反射
波を測定し、最大値
と最小値の差が 6 dB

を超えないことを検
証して適合性評価を
行う。 

受信アンテナについては放射妨害波測定
用アンテナとしてトレーサビリティのある
校正が必要ですが、サイト VSWR 測定値は
受信レベルの相対比較値ですので、サイト
VSWR 測定に際してはトレーサビリティの
ある校正を要求しません。 
送信アンテナの指向性については、検証を

行ってください。 
アンテナポジショナの移動距離について

は、検証または確認を行ってください。 
ネットワークアナライザーまたは信号発

生器・受信機の周波数および振幅にはトレー
サビリティのある校正が必要です。 
 外部に測定を委託する場合、委託先は校正
機関としての認定を必要とません。ただし、
この測定に使用する機器の校正については、
上述の内容を適用します。 
尚、サイト VSWR 測定値に対して測定不

確かさの算出を要求しません。したがって、
測定値に対する不確かさをサイト評価の合
否判定に適用しません。  

4 擬 似 電 源 回 路 網
（AMN）の位相角 

測定器ポートのイン
ピーダンス位相角±
11.5° 

位相角にトレーサビリティのある校正を
要求しませんが、規格で要求される位相角の
範囲にあることの確認を行ってください。 
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5 擬似手 抵抗、 

510Ω±10% 

容量 

220 pF±20% 

規格で要求される疑似手の抵抗および容
量について、トレーサビリティのある校正を
要求しないが、要求される範囲にあることの
確認を行ってください。 

6 容量性結合クランプ 代表的な結合容量
100 pF～1000 pF 

結合容量の測定およびトレーサビリティ
のある校正を要求しないが、実際の使用にお
けるケーブルの接触トラブル等を予防する
ため、決められたケーブルにクランプを介し
て信号を印加し、発生する電圧を確認する等
の検証を行ってください。 

7 温度計、湿度計、気圧
計 

温度、湿度、気圧 試験規格の中で試験時の環境として温度、
湿度、気圧（個々にまたは全てについて）の
範囲が規定されている場合は、規定された項
目にトレーサビリティのある校正が必要で
す。 
ただし、ESD 試験時の気圧については、

トレーサビリティのある校正を要求しませ
ん。 

8 アンテナ校正サイト 30 MHz から 1 GHz

のサイトアッテネー
ション測定に使用す
るアンテナの校正を
行うサイト 

 

CISPR 16-1-5 に規定される CALTS の要
求を満足すること。したがって、アンテナ校
正サイトとして、OATS、電波暗室等、試験
設備の種類は問いません。 

尚、現時点で CALTS の要求が検証されず
に認定機関からアンテナ校正の認定を受け
ている校正機関による校正はトレーサビリ
ティがあるとして暫定的に認めます。 

 

9 電気用品安全法に基
づく妨害波電力測定
クランプの校正 

電気用品安全法では
妨害波電力測定用ク
ランプについて、
CISPR16-1:1999 旧
版による校正が指定
されており、現在の
CISPR 16-1-3:2004

による校正法と比較
して 2dB 程度の差が
出る場合がある。 

最新版の校正法による値を基準として、旧
版の校正法による値との差分最大値につい
て新旧校正法の不確かさから Enを計算した
時に、|En|≤1であれば、最新版による校正値
を旧版の校正法が参照されている試験に使
用しても統計的に問題は無いとします。（１
試験所の事例では En=0.81であった。したが
って、この場合は最新版の校正法による校正
値を適用可能と判断できます。） 

 

 


